
大学院修学休業制度実施要綱 
 
（目 的） 
第１条 この要綱は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）の規定に基づき、公
立学校に勤務する教員の専修免許状の取得を促進し、その資質の向上を図るため、大学
（短期大学を除く。）の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当す
る外国の大学の課程（以下「大学院の課程等」という。）に在学してその課程を履修す
るための休業（以下「修学休業」という。）の実施に関し必要な事項を定めることを目
的とする。 

 
（対象者） 
第２条 修学休業の許可を申請できる者は、公立学校職員の給与に関する条例（昭和２
９年高知県条例第３７号）第２条第１項に規定する職員のうち教諭、養護教諭、栄養教
諭又は講師で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）に規定する専修免許状の取得を目
的としていること。 

（２）取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状（以下「基礎免許状」とい
う。）を有していること。 

（３）基礎免許状について、教育職員免許法別表第３、別表第５、別表第６、別表第６
の２又は別表第７に定める最低在職年数を満たしていること。 

（４）許可を受けようとする者が次の各号に該当しないこと。 
ア 指導を要する教職員の取扱いに関する規則（平成２０年高知県教育委員会規則第
６号）に規定する改善研修を命ぜられている者 

イ 条件付採用期間中の者（割愛による採用者は除く。） 
ウ 臨時的に任用された者 
エ 初任者研修を受けている者 
オ 許可を受けようとする修学休業の期間の満了の日（以下「休業期間満了日」とい
う。）の前日までの間又は休業期間満了日から起算して１年以内に定年退職日が到
来する者 

カ 地方公務員法第２８条の３の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務し
ている者 

キ 地方公務員法第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は第２８条の
６第１項若しくは第２項の規定により採用された者 

 
（修学休業の期間） 
第３条 修学休業の期間は、年度を単位とし、３年度を超えない期間とする。ただし、
大学院の課程等のうち外国の大学の課程については、個別に協議し決定する。 

２ 修学休業の期間の延長は認めないものとする。ただし、再度の修学休業の申請を妨
げない。 

 
（修学休業の申請手続） 
第４条 修学休業の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大学院修
学休業許可申請書（様式１）を所属の学校長（以下「校長」という。）に提出しなけれ
ばならない。 

２ 校長は、前項の申請書が提出された場合は、許可の要件や申請者の修学意欲を確認
し、推薦書（様式２）を添え速やかに高知県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）
に提出するものとする。ただし、申請者が県費負担教職員の場合は、申請者の所属する
学校を設置する市町村（学校組合）の教育委員会（以下「市町村教育委員会」という。）
においても同様の確認を行い、校長の推薦書及び市町村教育委員会の推薦書（様式３）
を添え県教育委員会に提出するものとする。 

 
（受験許可等） 
第５条 県教育委員会は、修学休業の許可の申請があった場合は、提出書類の審査のほ



か、必要に応じて面接等により審査を行い、大学院の課程等の受験の許可について決定
をする。 

２ 県教育委員会は、前項の決定の内容を推薦者（申請者が県立学校の職員の場合は校
長、県費負担教職員の場合は、校長及び市町村教育委員会をいう。以下同じ。）を経由
して申請者に通知する。 

３ 推薦者は、申請者の大学院の課程等受験結果を確認し、速やかに結果報告書（様式
４）により県教育委員会に報告するものとする。 

 
（修学休業の決定） 
第６条 県教育委員会は、大学院の課程等の試験に合格した申請者に対し、修学休業の
許可の内定を推薦者を経由して通知する。 

２ 内定の通知を受けた申請者（以下「内定者」という。）は、許可された大学院の課
程等の入学手続を行わなければならない。 

３ 県教育委員会は、内定者に対し、修学休業の開始日から当該修学休業を許可する旨
の辞令を交付するものとする。 

４ 県教育委員会は、天災地変等不測の事態が発生し、修学休業の許可が学校運営上著
しい支障を生じると認められるときは、修学休業の許可をしないことができるものとす
る。 

 
（修学休業許可の失効） 
第７条 修学休業の許可は、当該修学休業をしている者が休職又は停職の処分を受けた
場合は、その効力を失う。 

 
（修学休業許可の取消し） 
第８条 県教育委員会は、修学休業をしている者が次の各号のいずれかに該当した場合
は、修学休業の許可を取り消すものとする。 

（１）大学院の課程等を退学した場合 
（２）正当な理由なく、大学院の課程等を休学し、又はその授業を頻繁に欠席し、専修

免許状を取得するのに必要な単位を修学休業の期間内に修得することが困難となっ
た場合 

（３）次条第１項の報告を拒否した場合 
２ 修学休業の許可を取り消された者は、直ちに職務に復帰するものとする。 
 
（報告義務等） 
第９条 県教育委員会は、修学休業中の者に研修実施状況の報告を求めるものとする。 
２ 職務に復帰した者は、取得した専修免許状の写しを速やかに県教育委員会に提出し
なければならない。 

 
（修学休業の効果） 
第１０条 修学休業の期間中は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事し
ない。 

２ 修学休業の期間中については給与を支給しない。 
 
（その他） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、修学休業の実施に関し必要な事項は、別に定
める。 

 
附 則 
 この要綱は、平成１３年５月９日から実施する。 
  
  一部改正  平成２０年４月１日 


